
別紙 

 

契約保証の額及び前金払の割合に係る特約条項 

 

第１条 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証の額及び前金払の 

割合を次のとおりとする。 

 

大分県公共工事請負契約約款第４条第３項中「１０分の１以上」とあるのは「１０

分の３以上」と、同条第６項中「１０分の１」とあるのは「１０分の３」と、第３４

条第１項中「１０分の４」とあるのは「１０分の２」と、同条第４項中「１０分の

４」とあるのは「１０分の２」と、同条第５項中「１０分の５」とあるのは「１０分

の３」と、第３５条第４項中「１０分の４」とあるのは「１０分の２」と、「１０分

の６」とあるのは「１０分の４」と、「１０分の５」とあるのは「１０分の３」と、

第５６条第２項中「１０分の１」とあるのは「１０分の３」に読み替えるものとす

る。 


